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令和８年度第 １回富山地方最低賃金審議会を開催します  

～ 富山県最低賃金の改正決定を諮問 ～ 

 

 標記審議会を下記により開催いたしますので、お知らせします。 

今回、富山労働局長（福井
ふ く い

 尚
たかし

）は、富山地方最低賃金審議会(会長 柳原
やなぎはら

 佐智子
さ ち こ

)

に対し、富山県最低賃金（現行時間額 1,062円）の改正決定を諮問する予定です。 

 

記 

 

１ 日  時 令和８年７月２日（木）午後２時 00分から 

 

 ２ 開催場所 富山労働総合庁舎 ５階大会議室 

        （富山市神通本町１－５－５） 

 

 ３ 議  事 (1) 富山県最低賃金の改正決定について（諮問） 

(2) 富山県最低賃金審議運営事項(案)について 

(3) 当面の審議日程(案)について 

(4) 最低賃金に関する基礎調査の実施について 

 

(参考) 最低賃金改正手続きの流れは別紙のとおりです。 

 

 

 

Press Release 

富山労働局発表 

令和８年６月 25日 

【照会先】 

 富山労働局労働基準部賃金室 

  室   長 三鍋 真理 

  室長補佐 山田 和宏 

 （電話）  ０７６－４３２－２７３５ 

取材を希望される場合は、審議会資料を準備しますので、７月１日(水)までに、上記照会先あて

ご連絡をお願いします。 

なお、カメラ撮影は冒頭から諮問文を手渡すところまでで、その後の審議内容の撮影・録音は、

ご遠慮いただきますようお願いします。 



(参考)

７月２日（木）

８月上旬（予定）

９月上旬（予定）

10月上旬（予定）　30日後に効力発生(法定発効の場合）

関係労働者及び関係使用者の意見聴取（公示）

答申要旨の公示（15日間）

【第３回審議会】
調査審議・答申

労働局長の決定・公示（官報掲載）

全会一致ならず

異議申出あり 異議申出なし

【専門部会】
調査審議

【専門部会】
答　申

【専門部会】
審議会へ報告

【第４回審議会】
調査審議・答申

全会一致

【第２回審議会】
目安伝達

　令和８年度最低賃金改正手続の流れ　

【第１回審議会】
諮　問

８月下旬
（予定）

７月下旬～

８月上旬（予定）

７月下旬～

８月上旬（予定）

※ 専門部会で全会

一致で議決された場

合は、その決議をもっ

て審議会の決議とさ

れ、専門部会で答申

がなされる。
審議会
へ報告


